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令 和 ４ 年 第 １ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和４年２月１７日 

至 令和４年３月 ９日 
２１日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ ２月17日 木 午前１０時 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○仮議席の指定 

○議長選挙 

○議席の指定 

○議会運営委員会委員の選任につ 

 いて 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○常任委員会委員の選任について 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○説明、質疑、委員会付託、討論、 

 採決 

○管理者提出議案の説明 

○管理者提出議案等に対する質疑 

○管理者提出議案の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ ２月18日 金  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

３ ２月19日 土  休 会  

４ ２月20日 日  休 会  



５ ２月21日 月  休 会  

６ ２月22日 火  休 会  

７ ２月23日 水  休 会  

８ ２月24日 木  休 会  

９ ２月25日 金  休 会  

10 ２月26日 土  休 会  

11 ２月27日 日  休 会  

12 ２月28日 月  休 会  

13 ３月１日 火  休 会  

14 ３月２日 水  休 会  

15 ３月３日 木  休 会  

16 ３月４日 金  休 会  

17 ３月５日 土  休 会  

18 ３月６日 日  休 会  

19 ３月７日 月  休 会  

20 ３月８日 火  休 会  

21 ３月９日 水 午後１時30分 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第１号 

令和４年２月１０日 

 

 令和４年２月１７日、令和４年第１回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）を

蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

      ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 古 川   歩 議員 

      ５番 鈴 木   智 議員     ６番 大 石 圭 子 議員 

      ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

      ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

     １１番 小金澤   優 議員    １２番 むとう 葉 子 議員 

     １３番 竹 内 正 明 議員    １４番 野 澤 茂 雅 議員 

     １５番 矢 澤 青 河 議員    １６番 本 田   哲 議員 

     １７番 峯 岸 義 雄 議員    １８番 そごう 拓 也 議員 

     １９番 山 崎 雅 俊 議員    ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 第 １ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

２ 月 １ ７ 日 （ 木 ） 



－3－ 

令和４年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和４年２月１７日（木） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．仮議席の指定 

 ４．議長選挙 

 ５．議席の指定 

 ６．議会運営委員会委員の選任について 

 ７．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ８．会議録署名議員の指名 

 ９．会期の決定 

 10．常任委員会委員の選任について 

 11．管理者報告 

 12．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 議案第１号 蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について 

  ⑵ 議案第２号 令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第２号） 

  ⑶ 議案第３号 令和４年度蕨戸田衛生センター組合会計予算 

 13．管理者提出議案第１号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 14．管理者提出議案第２号及び議案第３号の説明 

 15．管理者提出議案第２号及び議案第３号に対する質疑 

 16．管理者提出議案第２号及び議案第３号の委員会付託 

 17．散  会 



－4－ 

令和４年２月１７日（木） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

   ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 古 川   歩 議員 

   ５番 鈴 木   智 議員     ６番 大 石 圭 子 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ９番 三 輪かずよし 議員 

  １０番 前 川 やすえ 議員    １１番 小金澤   優 議員 

  １２番 むとう 葉 子 議員    １３番 竹 内 正 明 議員 

  １４番 野 澤 茂 雅 議員    １５番 矢 澤 青 河 議員 

  １６番 本 田   哲 議員    １７番 峯 岸 義 雄 議員 

  １８番 そごう 拓 也 議員    １９番 山 崎 雅 俊 議員 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇欠席議員 （１ 名） 

   ８番 根 本   浩 議員 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 阿部 泰洋 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 小谷野賢一 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 有里 友希 嘱 託 

渡辺 靖夫 事 務 局 長 吉野 博司 嘱 託 

山本 義幸 次 長 栗原  誠 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長 東口 俊博 嘱 託 
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令和４年第１回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和４年２月１７日（木曜日） 

午前 ９時５９分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○古川 歩副議長 ただいまより、令和４年

第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会

を開会いたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、現在、

議長が欠員となっておりますので、副議長

の私が代行いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎仮議席の指定 

○古川 歩副議長 これより、仮議席を指定

いたします。 

  仮議席は、ただいま着席の議席を指定い

たします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議長選挙 

○古川 歩副議長 次に、蕨戸田衛生センタ

ー組合議会議長選挙を議題といたします。 

  現在、議長が改選に伴い欠員となってお

ります。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法については、地方自治法第

１１８条第２項の規定により、指名推選に

いたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○古川 歩副議長 異議なしと認め、選挙の

方法については指名推選といたします。 

  お諮りいたします。 

  副議長において指名いたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○古川 歩副議長 ご異議なしと認め、副議

長において指名いたします。 

  蕨戸田衛生センター組合議会議長に峯岸

義雄議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました峯岸義雄議員

を蕨戸田衛生センター組合議会議長選挙の

当選人と定めることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○古川 歩副議長 ご異議なしと認め、峯岸

義雄議員が蕨戸田衛生センター組合議会議

長に当選されました。 

  ただいま議長に当選されました峯岸義雄

議員が議場におられますので、会議規則第

３２条第２項の規定により、本席より告知

いたします。 

  新たに議長になられました峯岸義雄議員

にご挨拶をお願いいたします。 

〔１７番 峯岸義雄議員 登壇〕 

○１７番 峯岸義雄議員 皆さん、おはよう

ございます。 

  ただいま議長に選出をされました峯岸義

雄でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。ありがとうございました。 

  議会運営が円滑に進められますことを願

ってやっていくわけでございます。１年間

いろいろあると思いますけれども、一生懸

命全力で取り組んでいきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  また、皆様のご指導、ご鞭撻、そしてご

協力を切にお願い申し上げる次第でござい

ます。 

  また、賴髙管理者、菅原副管理者をはじ

めとする執行部の皆様にも同様にご指導、

ご鞭撻、そしてご協力を切にお願い申し上

げまして、簡単ではございますが、議長就

任挨拶とさせていただきます。どうぞよろ
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しくお願いいたします。 

○古川 歩副議長 以上で新議長のご挨拶を

終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○古川 歩副議長 ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 

午前１０時０３分休憩 

午前１０時０４分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議席の指定 

○峯岸義雄議長 これより、議席の指定を行

います。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、新た

に組合議員となられました議員の議席につ

いては、会議規則第４条第１項の規定によ

り、議長において指定いたします。 

  １１番 小金澤   優 議員 

  １２番 むとう 葉 子 議員 

  １３番 竹 内 正 明 議員 

  １４番 野 澤 茂 雅 議員 

  １５番 矢 澤 青 河 議員 

  １６番 本 田   哲 議員 

  １７番 峯 岸 義 雄 

  １８番 そごう 拓 也 議員 

  １９番 山 崎 雅 俊 議員 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

  以上のとおり議席を指定いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員の選任につい

て 

○峯岸義雄議長 次に、議会運営委員会委員

の選任についてを議題といたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、議会

運営委員会委員３名が欠員となっておりま

す。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、 

  １５番 矢 澤 青 河 議員 

  １９番 山 崎 雅 俊 議員 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

  以上のとおり指名いたしたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました以上の議員を選任いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１０時０６分休憩 

午前１０時１１分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会副委員長の互選結

果の報告 

○峯岸義雄議長 ここで、議会運営委員会の

副委員長互選の結果についてご報告申し上

げます。 

  議会運営委員会副委員長に、 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

 が互選されましたので、ご報告申し上げま

す。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 
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○峯岸義雄議長 次に、議会運営委員会委員

長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ６番 大石圭子

議員。 

〔６番 大石圭子議員 登壇〕 

○６番 大石圭子議員 令和４年第１回蕨戸

田衛生センター組合議会定例会に係わる議

会運営員会をただいま開催いたしました。

その決定事項についてご報告申し上げます。 

  お手元に会期日程案及び議事日程をお配

りしておりますので、ご参照願います。 

  最初に、会期日程案でありますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日２月１７日から３月９日までの２１日

間といたします。 

  一般質問の発言通告は、２月１８日午前

１０時までといたします。 

  質疑の発言通告は、提案説明後、本会議

再開時までといたします。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります

が、議案第１号につきましては人事案件で

ありますので、委員会付託を省略し、先議

する。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  以上で、議会運営委員会委員長の報告と

させていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○峯岸義雄議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、 

   ２番  宮 下 奈 美 議員 

  １２番  むとう 葉 子 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○峯岸義雄議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日２月

１７日から３月９日までの２１日間といた

したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は本日から３月

９日までの２１日間と決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎常任委員会委員の選任について 

○峯岸義雄議長 次に、常任委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

  戸田市議会選出議員の改選に伴い、常任

委員会委員が欠員となっております。 

  お諮りいたします。 

  常任委員会委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、 

  総務常任委員会委員に、 

  １１番 小金澤   優 議員 

  １５番 矢 澤 青 河 議員 

  １６番 本 田   哲 議員 

  １７番 峯 岸 義 雄 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

  業務常任委員会委員に、 

  １２番 むとう 葉 子 議員 

  １３番 竹 内 正 明 議員 

  １４番 野 澤 茂 雅 議員 

  １８番 そごう 拓 也 議員 

  １９番 山 崎 雅 俊 議員 

  以上のとおり指名いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました以上の議員を選任いた
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します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１０時１６分休憩 

午前１０時２８分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎各常任委員会正副委員長互選結果

の報告 

○峯岸義雄議長 ここで、総務、業務両常任

委員会の正副委員長の互選の結果について

ご報告申し上げます。 

  総務常任委員会委員長に、 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

  業務常任委員会副委員長に、 

  １８番 そごう 拓 也 議員 

  以上のとおり、ご報告を申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○峯岸義雄議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 おはようございます。 

  本日ここに、令和４年第１回蕨戸田衛生

センター組合議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位におかれましては、

公私とも大変お忙しい中ご参集をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

  また、今般の戸田市議会において役職改

選が行われ、新たに組合議員に選出されま

した議員の皆様には、改めて今後のご指導

とご協力をお願い申し上げます。 

  さて、今定例会でご審議いただく案件は、

人事案１件、予算案２件の計３件でありま

す。慎重なるご審議をいただき、ご議決く

ださいますようお願い申し上げます。 

  それでは、前定例会後の主なる事項と新

年度における業務等につきましてご報告を

申し上げます。 

  最初に、新型コロナウイルス感染症に関

わります組合の対応及びごみの搬入状況へ

の影響について申し上げます。 

  現在、変異株であるオミクロン株による

感染が急拡大している状況でありますが、

組合では、コロナ禍の中、ごみの処理業務

を着実に継続していくために、組合職員及

び各施設の運転管理を委託している事業者

の従業員を含め、陽性者または濃厚接触者

の発生等により、人員が減少した場合でも

業務を継続するための計画、いわゆるＢＣ

Ｐを作成しております。 

  受託事業者との連携の下、陽性者等の発

生により、職員や従業員が減少した場合の

応援体制や、新たな人員配置などを事前に

定め、業務の継続を図ることとしておりま

すが、さらに陽性者等が増加し、業務に支

障が生じる状況となった場合には、事前に

定めた優先業務のみを実施し、ごみ処理の

継続を図る計画としております。 

  組合の業務は、市民生活を維持する上で

必要不可欠な社会インフラであり、どのよ

うな状況であっても業務を継続する必要が

ありますので、受託事業者をはじめ工事関

係者とも連携、協力し、ごみの処理が滞る

ことのないよう対応してまいりたいと考え

ております。 

  なお、基幹的設備改良工事をはじめ各施

設の補修工事や修繕などにつきましては、

計画どおり進捗しております。 
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  一方、ごみの搬入状況につきましては、

最も搬入量が多い生活系可燃ごみでは、令

和２年度の大幅な増加から、令和３年度は

減少に転じたものの、令和元年度との比較

では、若干搬入量が多い状況であります。 

  ２番目に搬入量が多い事業系可燃ごみに

つきましては、令和２年度と同様に令和３

年度も依然として大幅な減少傾向が継続し

ております。 

  また、リサイクルプラザに搬入されます

資源ごみにつきましては、令和２年度は紙

類を除き増加しましたが、令和３年度は紙

類は依然として減少傾向であり、ペットボ

トル、プラスチックは依然として増加傾向

が継続しております。 

  金属、缶、ガラス瓶につきましては、減

少傾向に転じたものの、令和元年度との比

較では９％から１０％搬入量が多い状況で

あります。 

  なお、粗大ごみや不燃ごみを加えた組合

に搬入されるごみの総量では、事業系可燃

ごみの大幅な減少を反映し、令和４年１月

末と新型コロナウイルス感染症の感染拡大

以前の令和２年１月末との比較では、約

１，１３０トンの減少となっております。 

  次に、施設の長寿命化を目的とした基幹

的設備改良事業の進捗状況について申し上

げます。 

  本年度は、４年間の継続事業であるごみ

焼却施設の３炉ある焼却炉のうち、残った

Ｃ号炉の１炉と焼却炉にごみを投入するク

レーン設備の機器の更新工事を施工いたし

ました。 

  現在、性能検査などを実施しており、各

機器の能力が仕様書どおりとなっているの

か確認をしております。 

  また、工事に伴う焼却炉の停止期間中は、

生活系可燃ごみの一部の処理をさいたま市

に５３５．４２トン、川口市に１，７５４．２６

トン、合計２，２８９．６８トンを業務委

託して、市民、事業者の皆さんから排出さ

れるごみの処理に支障を来すことのないよ

う万全を期したところであります。 

  なお、事業の最終年度となる令和４年度

につきましては、排ガス処理設備のコンプ

レッサーと灰出し設備の不燃物移送コンベ

ヤの更新工事を施工し、その後、最終的な

引渡し性能検査を行い、４年計画の基幹的

設備改良事業は完了となります。 

  事業完了により、各施設の長寿命化を実

現するとともに、ごみ焼却施設については、

排ガス中のダイオキシン類濃度の大幅な低

減が図られ、し尿処理、粗大ごみ処理を含

め施設の省エネルギー化が促進されるとと

もに、二酸化炭素排出量を削減することと

なります。 

  次に、ＩＳＯ１４００１の定期審査につ

いて申し上げます。 

  これは組合の業務が環境にどのような影

響を与えているかを自ら評価し、積極的に

環境保全、業務の改善を推進するための取

組として認証取得しております国際規格で

ある環境マネジメントシステムの外部機関

による審査となります。 

  審査は、専門機関の一般財団法人日本品

質保証機構により、去る２月２日からの３

日間で行いました。審査の結果は、特に指

摘事項はなく、組合の取組は、環境に十分

配慮し、適正に管理されているとのことで

ありました。 

  次に、分別収集及びごみ処理により回収

した資源物に係る第４四半期分の売却価格

の入札結果について申し上げます。 

  各品目の１キログラム当たりの単価は、

リサイクルプラザに搬入されたものでは、

スチール缶５９円２９銭、アルミ缶２３４
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円９６銭、ペットボトル７７円３３銭とな

り、粗大ごみなどを破砕処理したものから

回収した破砕鉄は４０円８２銭１厘、ごみ

を焼却した後の不燃物から回収した焼却鉄

は１５円４０銭となりました。 

  直近の第３四半期の入札価格と比較いた

しますと、アルミ缶は５．４％と若干価格

が下がりましたが、その他のものは７．４％

から２６％上昇しており、本年度について

は全体に価格が高値で推移しております。 

  次に、焼却灰などの各処分委託の状況に

ついて申し上げます。 

  まず、ごみ焼却に伴い発生する焼却灰の

処理についてでありますが、ばいじんはセ

メントで固めた上で埋立処分を行っており

ますが、環境への配慮から、一部を土木資

材とする資源化を行っております。 

  また、焼却炉の下から排出される不燃物

については、土木資材として全量資源化を

行っております。 

  搬出に当たりましては、関係自治体と締

結しております公害防止協定の内容を遵守

するとともに、搬出側の責務も十分自覚し、

安全性に留意して行っております。 

  新年度の埋立て分につきましては、山形

県米沢市と青森県三戸町の処分場の２か所

への搬出を予定しております。 

  なお、青森県三戸町につきましては、群

馬県草津町からの変更となるものでありま

す。 

  また、資源化については、前年度までの

埼玉県寄居町の彩の国資源循環工場、栃木

県日光市及び宮城県栗原市の処理場に加え

て、ばいじんをセメントで固めた固化灰を

新たに茨城県鹿嶋市の施設で土木資材とし

て資源化する予定としております。 

  次に、廃乾電池、廃家電などの処理困難

物の１月末までの処分状況について申し上

げます。 

  まず、廃乾電池につきましては、電気炉

で鉄くずなどと溶融処理をされ、鉄分やマ

ンガンは工事に使用する資材として製品と

なり、その他のものについても資源として

リサイクルされております。２回の搬出で

２３．８９トンを処理いたしました。 

  次に、廃家電処分委託については、不法

投棄された家電製品を家電リサイクル法に

準拠した処分方法で処理を行うもので、テ

レビ、冷蔵庫など１３９台を処理いたしま

した。 

  廃消火器処分委託については、両市より

収集されました消火器を法律の基準に基づ

き処理するもので、８３５本を処理いたし

ました。 

  廃スプリングマットレス処分委託につい

ては、粗大ごみとして回収されたスプリン

グマットレスの処分を委託しているもので

あります。搬出は毎月行っており、１，９９１

枚を処理いたしました。 

  次に、動物等火葬業務委託については、

交通事故などによる動物の死体の火葬業務

を委託しているものであります。こちらも

毎月搬出しており、４６８体を処理いたし

ました。 

  これら処理困難物の処分については、動

物等火葬業務委託以外全てリサイクルによ

り再資源化されております。 

  なお、焼却灰及び処理困難物の処分につ

きましては、処分先に出向き、関連する法

律の規定に基づき適正に処理されているこ

とを確認しております。 

  次に、再生家具の展示販売につきまして

申し上げます。 

  この事業は、市民の皆さんに不用品を再

利用、いわゆるリユースする意識を醸成し

ていただくための重要な事業と位置づけ、
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取り組んでおります。 

  なお、初めての試みとして、市民の皆さ

んが再生家具展示場に来場して入札する従

来の方式に加え、来場せずインターネット

からの入札も可能とする予定でありました

が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、まん延防止等重点措置の適用期間

が延長されたことを受け、感染拡大防止の

観点から、市民の皆さんが来場しての入札

は中止とし、インターネットを使用した入

札のみを行うことといたします。入札の期

間は２月２１日から２７日までの７日間を

予定しております。 

  再生家具事業は、粗大ごみとして収集さ

れた家具類を組合の委託を受けたシルバー

人材センターの会員の方がリサイクルプラ

ザの工房で修理や手入れを行った後、必要

とする市民の皆さんに廉価でお譲りするも

ので、毎回、多くの方にご利用いただいて

おります。 

  今後につきましても、新型コロナウイル

スの感染状況により、実施方法を検討しな

がら開催してまいりたいと考えております。 

  最後になりますが、蛍の生育状況につい

て申し上げます。 

  昨年の夏に蛍を飼育している水槽内で害

虫が発生したことにより、現在、幼虫の数

が２００匹程度となっております。鑑賞会

を開催するには、２，０００匹ほどが必要

なことから、この数では鑑賞会を開催する

のは困難となり、来年度の蛍鑑賞会は中止

せざるを得ない状況であります。 

  昨年６月の蛍鑑賞会は、新型コロナウイ

ルスの感染状況を考慮し、申込み制として

抽せんを行い、人数制限して開催し、多く

の方にお喜びいただきました。この鑑賞会

を楽しみにしていらっしゃる方が大勢いる

ことから、令和５年度の開催に向け、これ

までの飼育の経験を活かし、令和４年度は

蛍の卵の採取を優先的に行い、事業が継続

できるよう取り組んでまいります。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○峯岸義雄議長 これより、管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は３件でありま

す。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  議案第１号 蕨戸田衛生センター組合監 

        査委員の選任の同意につい 

        て 

  議案第２号 令和３年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計補正予算（第 

        ２号） 

  議案第３号 令和４年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計予算 

○峯岸義雄議長 以上、朗読のとおりであり

ます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１号の説明、質疑、委員会

付託、討論、採決 

○峯岸義雄議長 これより、議案第１号「蕨

戸田衛生センター組合監査委員の選任の同

意について」を議題とし、先議いたします。 

  本案は、竹内正明議員の一身上に関する

事件でありますので、地方自治法第１１７

条の規定により、竹内正明議員の退席を求

めます。 

〔１３番 竹内正明議員 退席〕 

○峯岸義雄議長 提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいま上程になりまし

た議案について、提案理由をご説明申し上
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げます。 

  議案第１号は、組合議会議員のうちから

選出する監査委員の選任の同意についてで

あります。 

  今回、戸田市議会選出議員の改選に伴い

まして、議会選出の監査委員が欠員となっ

ておりますので、戸田市議会から推薦をい

ただきました竹内正明議員を監査委員とし

て選任するため、ご同意を求めるものであ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

○峯岸義雄議長 お諮りいたします。 

  本案は、質疑を終結し、委員会付託を省

略し、直ちに討論、採決に入りたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 異議なしと認め、さよう決

定いたしました。 

  討論を終結し、採決に入りたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認め、討論を

終結し、採決いたします。 

  本案は、同意することにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は同意することに決定いた

しました。 

  竹内正明議員の出席を求めます。 

〔１３番 竹内正明議員 出席〕 

○峯岸義雄議長 この際、同意を得ました竹

内正明議員にご挨拶をお願いいたします。 

〔１３番 竹内正明議員 登壇〕 

○１３番 竹内正明議員 ただいまは、ご選

任をいただきまして、ありがとうございま

す。 

  現在、コロナ禍で大変な中かというふう

に思います。議会選出としてしっかり監査

委員の役割を果たしてまいりたいと思いま

すので、皆様、どうぞよろしくお願いいた

します。 

  以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号及び議案第３号の説明 

○峯岸義雄議長 次に、議案第２号「令和３

年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算

（第２号）」及び議案第３号「令和４年度

蕨戸田衛生センター組合会計予算」を一括

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいまは、監査委員の

選任にご同意をいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

  それでは、引き続きまして議案第２号及

び議案第３号の提案理由を申し上げます。 

  まず、議案第２号「令和３年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第２号）」

について申し上げます。 

  今回の補正予算では、歳入歳出それぞれ

に１，６５７万５，０００円を追加し、補

正後の予算額を３２億２，１７０万９，０００

円にしようとするものであります。 

  まず、歳入につきましては、第１款分担

金及び負担金で２億１０４万５，０００円

の減額を予定しております。 

  なお、施設整備基金分担金につきまして

は、当初予算では計上しておりませんでし

たが、両市３，０００万円ずつの６，０００

万円としております。 

  第２款使用料及び手数料は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、事業系ごみ

の搬入量の減少傾向が継続すると見込み、

廃棄物処分手数料を２，８１４万円減額し

ております。 
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  第４款財産収入は、財産運用収入として

施設整備基金の運用益を増額するとともに、

補修工事において交換した機器の売却代金

を新たに財産売払収入として補正計上する

ものであります。 

  第５款繰越金は、前年度繰越金を１億

４，００８万５，０００円増額。 

  第６款諸収入は１億４４２万２，０００

円の増額であります。増額の要因は、回収

資源売払金で、アルミ缶やペットボトルな

どの資源物の売却単価が当初見込みを大き

く上回ったことと、基幹的設備改良工事に

よって施設の省エネルギー化が促進された

ことにより、ごみ焼却により発電した電力

の売払いが大幅に増加したことによるもの

であります。 

  一方、歳出につきましては、第１款議会

費から第４款公債費につきましては、予算

執行に伴う過不足を補正するものとなりま

す。 

  第５款の諸支出金につきましては、組合

分担金分の６，０００万円と施設整備基金

運用益の補正分を増額するものであります。 

  次に、議案第３号「令和４年度蕨戸田衛

生センター組合会計予算」について申し上

げます。 

  令和４年度予算は、歳入歳出予算の総額

を２１億２，７８８万９，０００円にしよ

うとするもので、前年度と比較いたします

と１０億６，５８２万９，０００円、率に

して３３．４％の大幅な減額となりました。 

  歳入歳出予算総額の減少要因といたしま

しては、ごみ焼却施設の基幹的設備改良工

事が最終年度を迎える令和４年度は、前年

度と比較すると事業費が大幅に減少してい

るためで、歳入においては、第３款国庫支

出金及び第７款組合債が、歳出においては、

第３款衛生費のうち第６目長寿命化対策費

が大幅に減少しております。 

  まず、歳入につきましては、第１款分担

金及び負担金の組合分担金は、対前年度

比８，２４９万２，０００円の減額を予

定しております。 

  なお、前年度予算計上を見送った施設整

備基金分担金は４，０００万円を計上して

おります。 

  次の第２款使用料及び手数料につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に伴う事業系ごみの搬入量の減少傾向が

継続すると見込み、前年度に比べ廃棄物処

分手数料を１，５１８万４，０００円の減

額といたしました。 

  第３款国庫支出金は、ごみ焼却施設の基

幹的設備改良事業に対する国からの補助金

で、補助対象事業費の２分の１の金額を計

上しております。 

  第４款財産収入は、施設整備基金の運用

収入であります。 

  第５款繰越金は、前年度と同額の

１，０００万円を計上いたしました。 

  第６款諸収入は、対前年度比７，８４０万

８，０００円の増額であります。増額の要

因は、第１目の回収資源売払金で、アルミ

缶やペットボトルなど資源物の売却価格が

好調に推移していることと、ごみ焼却によ

り発電した電力の売払いが基幹的設備改良

工事により大幅に増加したことによるもの

であります。 

  第７款組合債は、ごみ焼却施設の基幹

的設備改良工事に係る起債であり、対象

事業費が減少したため、対前年度比５億

１６０万円の大幅な減額を予定しておりま

す。 

  一方、歳出について前年度と比べますと、

第２款総務費は６，７０３万７，０００

円の減額、第３款衛生費は１１億７，０９４
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万３，０００円の減額であります。 

  第４款公債費は、基幹的設備改良事業の

ために借り入れた令和２年度債の元金償還

が始まったことから１億１，１８５万

６，０００万円の増額。 

  第５款諸支出金につきましては、施設整

備基金分担金の４，０００万円と基金の運

用益相当分を計上しております。 

  第６款予備費は、各施設の緊急事態に早

期対応するため、２，０００万円増の

３，０００万円といたしました。 

  以上、議案第２号と第３号について概要

をご説明申し上げましたが、事務局より詳

細説明をいたしますので、よろしくお聞き

取りをお願い申し上げまして、提案説明を

終わらせていただきます。 

○峯岸義雄議長 続いて、詳細説明を求めま

す。 

  渡辺事務局長。 

〔渡辺靖夫事務局長 登壇〕 

○渡辺靖夫事務局長 おはようございます。 

  私からは、まず議案第２号「令和３年度

蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第

２号）」の詳細につきましてご説明いたし

ます。 

  お手元の補正予算書の１ページをお開き

ください。 

  補正予算（第２号）につきましては、第

１条、歳入歳出予算の補正のとおり、歳入

歳出それぞれに１，６５７万５，０００円を

追加し、総額を３２億２，１７０万９，０００

円にしようとするものでございます。 

  それでは、事項別明細書により補正予算

の詳細につきましてご説明いたしますので、

６ページをお開きください。 

  歳入よりご説明いたします。 

  第１款分担金及び負担金、第１目組合分

担金では２億１０４万５，０００円を減額

し、総額を１２億７，６８４万５，０００

円にしようとするものでございます。 

  第１節組合分担金では、蕨市は１億

１，２９４万５，０００円の減額で、減額後

の分担金の額は５億１，８６８万８，０００

円、分担率は４２．６％、戸田市は１億

４，８１０万円の減額で、減額後の分担金

の額は６億９，８１５万７，０００円、分

担率は５７．４％でございます。 

  なお、第２節施設整備基金分担金につき

ましては、蕨市３，０００万円、戸田市

３，０００万円の合計６，０００万円を新

たに計上いたしました。 

  施設整備基金分担金を含めた蕨市の分担

金は５億４，８６８万８，０００円、分担

率４３．０％、戸田市は７億２，８１５万

７，０００円、分担率５７．０％でござい

ます。 

  第２款使用料及び手数料、第１目手数料

では、事業系ごみ及び浄化槽汚泥の処分

に係る廃棄物処分手数料を２，８１４万

円減額しております。新型コロナウイルス

感染症の感染拡大以降、一貫して事業系可

燃ごみの搬入量が減少傾向で推移している

ことから、減額補正しようとするものでご

ざいます。 

  ７ページをご覧ください。 

  第４款財産収入、第１項財産運用収入、

第１目利子及び配当金につきましては、施

設整備基金の運用実績に基づき、運用益の

増額補正を行おうとするものでございます。 

  第２項財産売払収入、第１目物品売払収

入では、設備の更新によって不要となった

機器類の売却収入を計上しております。 

  第５款繰越金につきましては、さきの

１１月定例会において認定いただきました

決算に基づき、前年度繰越金の増額補正を

行おうとするものでございます。 



－15－ 

  次ページをお開きください。 

  第６款諸収入、第１目回収資源売払金で

は、８，８８０万円の増額補正を予定して

おります。主要な３品目の第３四半期にお

ける売却単価は、前年度同時期との比較で、

アルミ缶がほぼ２倍、破砕鉄が３倍、ペッ

トボトルでは約４．５倍と当初の想定を大

きく上回り、ほかの品目の単価も高値で安

定的に推移していることから、増額するも

のでございます。 

  第２目電力売払収入は、ごみ焼却によ

り発電した電力のうち余剰となった電力

の売却収入で、１，５４６万８，０００円

の増額補正を予定しております。昨年度に

続き基幹的設備改良工事において使用電力

の省エネルギー化を進めたことで、余剰電

力量の増加に伴い、売却可能電力量も増加

したことから補正しようとするものでござ

います。 

  以上で歳入の説明を終わらせていただき

ます。 

  続きまして、歳出についてご説明いたし

ますので、９ページをご覧ください。 

  第１款議会費では、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大による議会の行政視察中

止に伴う関連経費を減額するとともに、議

事録作成に当たり正確を期すため音響設備

の借上料を計上いたしました。 

  第２款総務費、第１目一般管理費では、

２，０８５万４，０００円の減額を予定し

ております。 

  次ページをご覧ください。 

  令和３年度から次長級職員の派遣が現職

職員から再任用職員へと変更となったこと

から、職員派遣負担金１，２４８万円を全

額減額するほか、２節給料、３節職員手当

等及び４節共済費などでは、支給及び支出

実績と見込みによる補正をしようとするも

のでございます。 

  １１ページをご覧ください。 

  第３款衛生費は、２，２３７万円の減

額を予定しています。 

  第２目塵芥処理費で使用見込みに基づき薬品

費を７４６万９，０００円減額するほか、第

３目し尿処理費では、活性炭の使用期間を

延長しても、脱臭効果に影響がないことが

検証されたことから、脱臭装置活性炭交換

委託３０５万４，０００円を全額減額し、

令和４年度当初予算に改めて計上いたしま

す。 

  第４目リサイクル促進費の１４節工事請

負費では、工事竣工に伴い契約差金を減額

補正するものでございます。 

  第６目長寿命化対策費では、１２節委託

料の一般廃棄物処分委託で１，１００万

円の減額を予定しております。ごみ焼却

施設の基幹的設備改良工事に伴う焼却炉

停止期間中、ご家庭から排出される生活

系可燃ごみの一部の処理を近隣２市に業

務委託したもので、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴い、事業系可燃ごみの

搬入量が減少したため、当初予算で想定し

た以上に生活系可燃ごみの焼却が可能とな

り、減額補正するものでございます。当初

計画２，５３７トンに対し約１５０トンの

減量を見込んでおります。 

  第４款公債費、第２目利子５０万１，０００

円の減額は、基幹的設備改良事業に係る令

和２年度債の借入利率確定に伴う補正でご

ざいます。 

  次ページをお開きください。 

  第５款諸支出金、第１目基金費では、歳

入の部でご説明いたしました施設整備基金

分担金６，０００万円及び基金の運用益相

当額を施設整備基金に積み立てるため補正

するもので、６，０４０万６，０００円の
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増額を予定しております。 

  以上で、「令和３年度蕨戸田衛生センタ

ー組合会計補正予算（第２号）」の詳細説

明を終わらせていただきます。 

  続きまして、議案第３号「令和４年度蕨

戸田衛生センター組合会計予算」の詳細に

つきましてご説明いたしますので、予算書

の１ページをお開きください。 

  第１条の歳入歳出予算をご覧ください。 

  令和４年度の歳入歳出予算につきまして

は、総額をそれぞれ２１億２，７８８万

９，０００円にしようとするものでござ

います。 

  それでは、第２条、継続費及び第３条、

地方債につきましてご説明いたしますので、

４ページをお開きください。 

  ごみ焼却施設の長寿命化を目的とした基

幹的設備改良事業に係る継続費につきまし

ては、第２表、継続費のとおりで、４年間

の事業費総額４１億３，６００万円及び令

和４年度の事業費年割額１億５，３５６万

４，０００円につきましては、前年度から

の変更はございません。 

  なお、基幹的設備改良事業のうち、粗大

ごみ処理施設につきましては令和元年度に、

し尿処理施設は令和２年度にそれぞれ竣工

しております。 

  また、第３表、地方債は、ごみ焼却施設

に係る基幹的設備改良事業の事業費に充当

する地方債の借入条件について定めようと

するものでございます。 

  それでは、事項別明細書により予算の詳

細につきましてご説明いたしますので、７

ページをお開きください。 

  歳入からご説明申し上げます。 

  第１款分担金及び負担金、第１目組

合分担金は、組合規約に基づき１３億

９，５３９万８，０００円を計上いたし

ました。内訳といたしましては、蕨市が５

億９，５７９万９，０００円、分担率は

４２．７％、戸田市が７億９，９５９万

９，０００円、分担率は５７．３％を予定

しております。前年度に比べ、蕨市が

３，５８３万４，０００円、戸田市が

４，６６５万８，０００円、総額では

８，２４９万２，０００円、率にして５．６％

の減少となってございます。 

  なお、施設整備基金分担金につきまして

は、蕨市、戸田市、それぞれ２，０００万

円ずつ、計４，０００万円を計上しており

ます。 

  次に、第２款使用料及び手数料、第１目

手数料では、事業系ごみ及び浄化槽汚泥の

処分に係る廃棄物処分手数料４億２５６万

円を計上いたしました。新型コロナウイル

ス感染症の影響によって事業系可燃ごみの

搬入量の減少傾向が依然として継続してい

ることを考慮し、前年度に比べ１，５１８

万４，０００円、率にして３．６％の減少

となっております。 

  第３款国庫支出金、第１目衛生費国庫補

助金６，７８１万６，０００円は、ごみ焼

却施設に係る基幹的設備改良事業に対して

補助対象事業費の２分の１の交付を予定し

ております。 

  次ページをお開きください。 

  第５款繰越金では、前年度と同額の

１，０００万円を計上しております。 

  第６款諸収入、第１目回収資源売払金

には１億３，８５８万８，０００円を計

上いたしました。現在のアルミ缶、破砕

鉄、ペットボトルなどの市場価格の高値

安定を考慮し、前年度比６，１１１万

５，０００円、率にして７８．９％の増加

を見込んでおります。 

  第２目電力売払収入は、ごみ焼却により
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発電した電力のうち余剰電力の売却収入で、

２，９６０万６，０００円を計上いたしま

した。基幹的設備改良工事施行に伴う使用

電力の省エネルギー化促進により消費電力

が減り、余剰電力が増加することに加え、

令和３年度で焼却炉３炉全ての改良工事が終

了するため、工事に伴う休炉期間がなくなり、

稼働時間が増えることによって発電量が増加

し、余剰電力も増加すると見込み、前年度に

比べ１，７２５万円、率にして１３９．６％

の大幅な増加となっております。 

  第７款組合債、第１目衛生債７，４４０万

円は、ごみ焼却施設に係る基幹的設備改良

事業に対する起債で、１０年償還、うち据

置期間１年での借入れを予定しております。 

  以上により、令和４年度当初予算の歳入

合計は２１億２，７８８万９，０００円と

なり、前年度比１０億６，５８２万９，０００

円、率にして３３．４％の大幅な減少とな

りました。主な減少要因といたしましては、

基幹的設備改良事業のごみ焼却施設に係る

事業費の減少に伴い、第３款第１目衛生費

国庫補助金で５億４，４９９万２，０００

円、第７款第１目衛生債で５億１６０万円

がそれぞれ減少したことによります。 

  引き続き、歳出についてご説明いたしま

すので、９ページをご覧ください。 

  まず、第１款議会費では、議員２０名の

報酬をはじめ、議会運営に要する経費とし

て１，５７７万８，０００円を計上いたし

ました。 

  次ページをお開きください。 

  第２款総務費、第１目一般管理費は、

特別職の報酬及び職員２４名の人件費の

ほか、組合の管理運営に要する経費とし

て２億４９３万３，０００円を計上し、前年

度比６，７０３万７，０００円、率にして

２４．６％の減少となりました。 

  それでは、主なものをご説明いたします。 

  まず、人件費につきましては、１節報酬

１２９万８，０００円、２節給料８，４４１

万９，０００円、３節職員手当等５，５９１万

７，０００円、４節共済費２，８１９万

３，０００円で、総額は１億６，９８２万

７，０００円となり、前年度に比べ５，８０３

万６，０００円、率にして２５．５％減少

いたしました。令和４年度は定年退職予定

者がおらず、前年度に比べ２名分の退職手

当４，５１３万４，０００円が減少したほ

か、再任用職員が５人から６人へと１人増

えることが主な減少要因でございます。 

  では、１３ページをお開きください。 

  ２６節公課費の汚染負荷量賦課金につき

ましては、公害健康被害を救済するための

補償制度に係る負担金でございます。 

  次ページをお開きください。 

  第３款衛生費、第１目清掃総務費は１億

３，３２５万７，０００円で、前年度に比

べ１，１５７万６，０００円の増加となり

ました。主な増加要因は、１４節工事請負

費で、高圧引込ケーブル更新、下水流量計

等更新など３件の更新工事に２，９０１万

８，０００円を計上したことであります。 

  １０節需用費では、基幹的設備改良工事

施工に伴い、使用電力の省エネルギー化を

促進したことで、光熱水費が前年度比

１，４１０万４，０００円減少し、またご

みを焼却した際の排気ガスの処理を薬品と

水を使用した方式からより効果的に処理す

るために活性炭を使用した方式に変更した

ことにより、工業用水の使用量が抑制され

たことに伴い、１３節使用料及び賃借料の

うち下水道使用料で１４８万５，０００円

が前年度に比べ削減できる見込みとなりま

した。 

  そのほか主なものといたしましては、
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１２節委託料では、ダイオキシン類や放射

性物質などの測定、分析に係る分析委託の

ほか６件の委託を１，４９４万６，０００

円で実施する予定でございます。 

  １８節負担金、補助及び交付金では、焼

却灰などの最終処分場所在自治体に対する

環境保全協力金など２３９万円を計上いた

しました。 

  １５ページをご覧ください。 

  第２目塵芥処理費では、３基のごみ焼却

炉及び粗大ごみ処理施設によるごみ処理に

要する経費として、前年度比５１０万

３，０００円減少の１０億８，４２２万

１，０００円を計上いたしました。 

  １０節需用費では、ごみ処理に支障が生じな

いように、近年、増額補正の頻度が高まってい

る修繕料を１，０００万円増額いたしました。

そのほか消耗品費は、主に焼却炉用部品な

どの購入費、燃料費は、定期補修後の焼却

炉立ち上げ用の灯油と業務に使用する特殊

車両の燃料の購入費用、薬品費は、施設の

運転と公害防止に必要な工業用薬品の購入

費用でございます。 

  １２節委託料では、１８件の業務委託に

８億５，３７３万５，０００円を計上いた

しました。うち組合業務の根幹を担う施設

の運転管理等委託につきましては、ごみ焼

却施設は前年度と同額の２億３，８０７万

９，０００円を、粗大ごみ処理施設では、

前年度より１２万円多い４，９９８万

８，０００円を計上しております。焼却灰

の最終処分につきましては、埋立処分委託

で３，５００トン、資源化委託で２，７００

トンの合計６，２００トンについて、２億

８５０万５，０００円で業務委託を予定し

ております。前年度に比べ１００トン、

１，０７９万１，０００円の増加となって

ございます。 

  なお、焼却灰等の埋立てを委託する２か

所の処理場のうち、群馬県草津町の処理場

につきましては、埋立処理許可容量に近づ

いたことから、令和４年度については青森

県三戸町の処理場で埋立処分することとな

りました。事業者は、令和５年度の群馬県

内の新しい処理場稼働に向けて準備を進め

ているところでございます。 

  また、焼却灰等資源化委託のうち固化灰

につきましては、従来の寄居町の処理場に

加え、令和４年度からは茨城県鹿嶋市内の

処理場への業務委託を予定しております。 

  なお、ごみ処理設備点検整備委託３億

２，１２０万円につきましては、業務内容

が機器類の機能維持を図るための部品交換

や点検整備などであることに加え、毎年定

期的に実施していることから、昨年度まで

の工事請負費から委託料へ予算を組替えい

たしております。この委託では、昨年度ま

での５件の契約を一本化することによるス

ケールメリットによって、約１，４３０万

円のコストを削減しております。ごみクレ

ーン点検整備委託、給水ポンプ点検整備委

託につきましても、同様に予算の組替えを

行ったものでございます。 

  なお、珪藻土マット等処分委託６６万円

につきましては、令和４年度より新たに予

算計上するものでございます。 

  次ページをお開きください。 

  １４節工事請負費は１億２，１５１万

円を計上し、焼却炉内の耐火物の補修や煙

突の外壁塗装を予定しております。 

  なお、本年度より機器類の更新について

個別に計上せずに、ごみ処理設備更新工事

として一括計上させていただいております。

令和４年度は９，１３０万円で、６種類の

機器の更新を予定しております。 

  第３目し尿処理費では、３，８３２万
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４，０００円の計上を予定しております。

前年度比５００万４，０００円、率にし

て１５．０％の増加となりました。 

  主なものは、１２節委託料２，３７０万

９，０００円で、施設の運転管理、健全性

の維持に必要な業務委託を４件計上してお

ります。 

  なお、し尿処理設備点検整備委託３７０

万円につきましては、塵芥処理費と同様の

理由から、工事請負費から委託料へと予算

を組替えいたしました。 

  第４目リサイクル促進費は、回収された

資源物をリサイクルするための中間処理に

要する経費で、１億８，７５２万６，０００

円を計上いたしました。前年度比８８１万

８，０００円、率にして４．５％の減少で

ございます。 

  主な支出は、１２節委託料の１億７，６０７

万８，０００円で、容器包装リサイクル法

の規定に基づき資源物の仕分け、圧縮梱包

などの業務を行うリサイクルプラザ運転

管理委託１億３，１４３万円など６件の

業務委託を計上しております。 

  なお、粗大ごみ再生等委託５８２万

２，０００円につきましては、粗大ごみと

して搬入された家具類の再生を行う前年度

までの業務に加え、再生した家具の再利用

を促進するため、インターネットを利用し

た販売を実施するための補助業務を委託す

る予定としてございます。 

  また、リサイクルプラザ設備点検整備委

託３，６７０万円につきましては、塵芥処

理費と同様の理由から、工事請負費から委

託料へ予算を組替えをいたしてございます。 

  １７ページをご覧ください。 

  このほか１４節工事請負費では、空調設

備の更新を予定しております。 

  第５目リサイクルフラワーセンター運営

費は６，３８１万３，０００円で、前年度

比３１２万３，０００円の増加でございま

す。 

  １２節委託料では、リサイクルフラワーセ

ンターの運営業務に５，２４６万４，０００

円を計上いたしました。運営は、社員及び

高齢者１０名、障がいのある方２０名、支

援員５名の計３５名で行っております。 

  なお、花苗の年間生産数は、昨年度と同

数の１１万鉢を予定しております。 

  １４節工事請負費では、管理棟の外壁や

屋根の塗装のほか、堆肥化を行う装置の脱

臭設備の更新を予定しています。 

  第６目長寿命化対策費では、１億

５，３５６万４，０００円を計上し、前

年度比１１億７，６７２万５，０００円、

率にして８８．５％の大幅な減少となりま

した。ごみ焼却施設に係る基幹的設備改良

工事の中核を担う焼却炉の整備につきまし

ては、令和２年度のＡ号炉、Ｂ号炉の２炉

に続き、令和３年度には最後の１炉、Ｃ号

炉の整備が完了いたしました。令和４年度

は、最終年度を迎える基幹的設備改良工事

の内容は、焼却灰の搬出コンベヤ及び排ガ

ス処理に係るコンプレッサーの更新１億

５，３５６万４，０００円であり、令和３

年度の焼却炉の整備に比べ予算の大幅な減

額を予定しております。 

  次ページをお開きください。 

  第４款公債費では、元金と利子を合わせ

て１億７，５１９万７，０００円の償還を

予定しております。基幹的設備改良事業に

係る令和２年度に借り入れた組合債１０億

６２０万円に対する元金償還が始まること

から、前年度比１億１，１８５万６，０００

円、率にして１７６．６％と大幅に増加し

ております。 

  第５款諸支出金、第１目基金費は、施設
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整備基金分担金４，０００万円と、基金運

用益６７万６，０００円を施設整備基金へ

積み立てしようとするものであります。 

  なお、前年度当初予算では、施設整備基

金分担金の計上を行わなかったため、前年

度比は４，００３万１，０００円と大幅に

増加しております。 

  第６款予備費につきましては、緊急事態

に早期対応できるように、前年度比２，０００

万円増の３，０００万円を計上しようとす

るものでございます。 

  以上より、令和４年度当初予算の歳出合

計は２１億２，７８８万９，０００円とな

り、前年度比１０億６，５８２万９，０００

円、率にして３３．４％の大幅な減少とな

りました。主な減少要因といたしましては、

ごみ焼却施設の基幹的設備改良工事におけ

る事業費の減少でございます。 

  以上で、「令和４年度蕨戸田衛生センタ

ー組合会計予算」の詳細説明を終わらせて

いただきます。 

○峯岸義雄議長 以上をもって、提案理由の

説明を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 質疑通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午前１１時２０分休憩 

午前１１時２０分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号及び議案第３号に対す

る質疑 

○峯岸義雄議長 これより、管理者提出議案

に対する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第２号及び議案第３号の委員

会付託 

○峯岸義雄議長 これより、委員会付託に入

ります。 

  お手元に配付してあります委員会付託一

覧表のとおり、議案第２号及び議案第３号

の各所管事項については、総務、業務、両

常任委員会に付託をいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○峯岸義雄議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、３月９日の午後１時

３０分となります。よろしくご参集をお願

いいたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午前１１時２１分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日  ２ 月１７日（木） ○委 員 会 

第 ２ 日  ２ 月１８日（金） ○休  会 

第 ３ 日  ２ 月１９日（土） ○休  会 

第 ４ 日  ２ 月２０日（日） ○休  会 

第 ５ 日  ２ 月２１日（月） ○休  会 

第 ６ 日  ２ 月２２日（火） ○休  会 

第 ７ 日  ２ 月２３日（水） ○休  会 

第 ８ 日  ２ 月２４日（木） ○休  会 

第 ９ 日  ２ 月２５日（金） ○休  会 

第１０日  ２ 月２６日（土） ○休  会 

第１１日  ２ 月２７日（日） ○休  会 

第１２日  ２ 月２８日（月） ○休  会 

第１３日  ３ 月 １ 日（火） ○休  会 

第１４日  ３ 月 ２ 日（水） ○休  会 

第１５日  ３ 月 ３ 日（木） ○休  会 

第１６日  ３ 月 ４ 日（金） ○休  会 

第１７日  ３ 月 ５ 日（土） ○休  会 

第１８日  ３ 月 ６ 日（日） ○休  会 

第１９日  ３ 月 ７ 日（月） ○休  会 

第２０日  ３ 月 ８ 日（火） ○休  会 

 



 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 第 １ 回 
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３ 月 ９ 日 （ 水 ） 
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令和４年第１回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第２１日 

 

令和４年３月９日（水） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託事件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 議案第２号 令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第２号） 

  ⑵ 議案第３号 令和４年度蕨戸田衛生センター組合会計予算 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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令和４年３月９日（水） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

   ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 古 川   歩 議員 

   ５番 鈴 木   智 議員     ６番 大 石 圭 子 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

  １１番 小金澤   優 議員    １２番 むとう 葉 子 議員 

  １３番 竹 内 正 明 議員    １４番 野 澤 茂 雅 議員 

  １５番 矢 澤 青 河 議員    １６番 本 田   哲 議員 

  １７番 峯 岸 義 雄 議員    １８番 そごう 拓 也 議員 

  １９番 山 崎 雅 俊 議員    ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 阿部 泰洋 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 小谷野賢一 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 有里 友希 嘱 託 

渡辺 靖夫 事 務 局 長 吉野 博司 嘱 託 

山本 義幸 次 長 栗原  誠 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長   
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令和４年第１回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和４年３月９日（水曜日） 

午後 １時３０分開議 

 

◎開議の宣告 

○峯岸義雄議長 これより本日の会議を開き

ます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○峯岸義雄議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○峯岸義雄議長 これより一般質問に入りま

す。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○峯岸義雄議長 続いて、管理者提出議案を

一括議題といたします。 

  各常任委員会委員長から審査の経過並び

に結果について報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 ２０番 榎本守

明議員。 

〔２０番 榎本守明議員 登壇〕 

○２０番 榎本守明議員 ただいまから総務

常任委員会委員長報告を行います。 

  去る２月１７日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果についてご報告申し

上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、予算

案２件であります。 

  最初に、議案第２号「令和３年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第２

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  質疑は款ごとに行い、まず歳入の部につ

いて質疑に入り、第１款分担金及び負担金

について、委員より、施設整備基金分担金

について当初予算に計上していなかったが、

補正予算に計上した経緯について、また今

後の施設整備基金分担金の積立ての方針と、

関連して施設整備の方針について質疑があ

り、事務局より、令和３年度は基幹的設備

改良工事により予算規模が大きくなり、分

担金の負担を抑えるために当初予算では計

上しなかった。今年度は、歳入のうち、回

収資源売払い金等が好調であったため、蕨

市、戸田市それぞれ３，０００万円ずつ計

上した。 

  施設整備基金は次の施設整備に充当する

予定であり、できるだけ多く積み立てたい

が、各年度の財源の状況に応じて考えてい

きたい。次期の施設整備の方針として、施

設の更新または延命化については今後検討

し、両市、組合で考え方をまとめていきた

いとの説明がありました。 

  他の委員より、組合分担金の減額理由に

ついて質疑があり、事務局より、今回の補

正予算では前年度繰越金が１億４，００８

万５，０００円、回収資源売払い金が

８，８８０万円、電力売払い収入が１，５４６

万８，０００円増額となったため、組合分

担金の減額をすることとなったとの説明が

ありました。 

  第６款諸収入について、委員より、有料

広告掲載料について詳細説明を求める質疑、

また自主財源確保に向けた組合の考え方に

ついて質疑があり、事務局より、有料広告

掲載料は組合の公式ホームページの費用を

軽減するためバナー広告枠を設けており、
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１年間で６万円の収入となっている。また、

自主財源の確保については、組合の歳入の

うち回収資源売払い金、廃棄物処分手数料、

諸収入が該当し、このうち回収資源売払い

金については、入札を実施するなどして財

源の確保に努めているとの説明がありまし

た。 

  以上で歳入の部の質疑を打ち切り、歳出

の部の質疑に入り、第２款総務費について、

委員より、負担金、補助及び交付金の職員

派遣負担金の減額理由について、戸田市か

らの次長級職員の派遣予定が再任用職員の

派遣に変わった経緯について質疑があり、

事務局より、組合では事務局長職を蕨市、

次長職を戸田市に派遣依頼している。令和

２年度については現職の職員が派遣され、

給料、職員手当及び共済費を負担金として

支払った。令和３年度についても同様に現

職の職員を想定し、負担金を予算計上して

いたが、定年退職後の再任用職員が派遣さ

れたため、その人件費は組合が直接支払う

こととなり、負担金について全額を減額す

ることとなったとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、議案第２号中、

当委員会所管事項について全員異議なく、

本案は原案のとおり可決すべきものと決定

をいたしました。 

  次に、議案第３号「令和４年度蕨戸田衛

生センター組合会計予算」中、当委員会所

管事項について申し上げます。 

  まず、第１条の歳入歳出予算の審議に入

りました。 

  質疑は款ごとに行い、第２款使用料及び

手数料について、委員より、本会議におい

て、コロナ禍で事業系ごみが減少している

との説明があったが、コロナ収束後のごみ

の量についてコロナ禍前の水準まで戻るの

か、その見通しについて質疑があり、事務

局より、収束後、増加傾向となるものの、

コロナ禍以前の状況に一度に戻ることはな

いと見通しているとの説明がありました。 

  第６款諸収入について、委員より、回収

資源売払い金について、近年の資源化率の

推移と市民に対して資源化への協力を求め

る取組について質疑があり、事務局より、

資源化率について、近年は１９％台で推移

していたが、令和２年度に２０．７％に上

がっており、事業系ごみが減少としたこと

と資源ごみが増加したためであると考えて

いる。市民への周知については、両市が広

報やホームページで発信しているものと考

えているが、組合として発信していきたい

との説明がありました。 

  委員より、資源化率が向上するように、

組合としても積極的に情報発信に努めても

らいたいとの要望がありました。 

  また、委員より、電力売払い収入につい

て、今後増加し続けるのか、それとも現段

階がピークなのか、見通しについて質疑が

あり、事務局より、令和３年度にＣ号炉の

工事が終わるため、令和４年度の実績が売

払いできる電力量の最大値となると考えて

いるとの説明がありました。 

  以上で歳入の部について質疑を打ち切り、

歳出の部について質疑に入り、第２款総務

費について、委員より、組合の職員体制に

ついて、過去に２６名であった職員数が

２４名に減っているが、どのような状況と

なっているのか、また級別職員数について、

年代別構成の偏りが生じていると考えるが、

中長期的な採用計画の考え方について質疑

があり、事務局より、２名の職員の減少に

ついては組合内で検討し、業務に支障がな

いと判断した。年代別構成の偏りについて

は、過去に２０年近く職員を採用しなかっ
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た後に多くの職員が退職することとなり、

短期間に続けて採用を行ったためである。 

  近年の職員採用に当たっては、受験資格

年齢の上限を上げて実施したが、結果とし

て３０代の職員が多い状況となっている。

当面の間は問題ないと考えているが、職員

体制については十分検討していきたいと説

明があり、委員より、改めて計画的な採用

に努めてほしいとの要望がありました。 

  さらに、委員より、災害対策の計画の策

定状況とシミュレーションに基づく訓練の

実施状況について質疑があり、事務局より、

災害対策については、業務継続計画を感染

症対策と地震対策について策定している。

台風１９号でもたらされたような風水害対

策については未策定であるため、今後策定

していかなくてはならないと考えていると

の説明がありました。 

  さらに、委員より、災害発生時における

家庭ごみの収集体制等の課題について、ご

み処理基本計画に記載があるが、この進捗

状況について、また広域でごみ処理をして

いる自治体によっては、ごみ処理施設が防

災活動への電力的な支援を行うなど防災拠

点としての役割を発揮させる取組があるが、

衛生センターの状況について質疑があり、

事務局より、災害発生時の収集に関しても

両市において実施することとなる。処理に

関しては組合が行うが、施設に損害が起き

た場合は埼玉県清掃行政研究協議会の応援

体制を活用し、ごみ処理が滞らないように

対応したいと考えている。 

  また、組合の施設を災害時の拠点とする

ことについては、現状の施設だと処理で手

いっぱいと考えているが、将来の施設整備

を検討していく上で考慮して計画していき

たいと考えているとの説明がありました。 

  さらに、委員より、組合のホームページ

での情報発信について、コロナ禍で活用の

幅が広がっていると考えるが、アクセス数

の推移の状況について質疑があり、事務局

より、アクセス数はそれほど多くはないが、

テニスコートの空き情報などへのアクセス

がある。組合としては、少しでも多くの情

報を発信していきたいと考えているとの説

明がありました。 

  第６款予備費について、委員より、近年、

増加傾向が続いているが、組合の基本的な

考え方について質疑があり、事務局より、

基幹的設備改良工事で施設の延命化を実施

したが、全ての機器を更新したわけではな

く、平成４年の建設当時から使用し続けて

いるものもある。必要な点検等は行ってい

るが、想定していない故障に対応するため、

３，０００万円を計上した。ごみ処理が滞

り、市民生活に影響を及ぼさないよう、早

期復旧に必要な額を計上しているとの説明

がありました。 

  また、委員より、今後心配な箇所の点検

などを通じて具体的に把握していくことが

可能であるかとの質問があり、事務局より、

各施設については毎年度、点検整備を実施

している。その結果、寿命が近い部品であ

るということになれば次の年度で交換する

こととしており、消耗部品については定期

的に交換をしている。予算との兼ね合いも

あるため、最低限使えるものは使っていく

が、停止することのないよう必要な点検整

備を行っているとの説明がありました。 

  以上で歳出の部の質疑を打ち切り、第２

条の継続費と第３条の地方債については質

疑はなく、討論、採決に入り、討論はなく、

採決の結果、議案第３号中、当委員会所管

事項について全員異議なく、本案は原案ど

おり可決すべきものと決定をいたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付
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託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○峯岸義雄議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 ６番 大石圭子議員。 

〔６番 大石圭子議員 登壇〕 

○６番 大石圭子議員 こんにちは。 

  ただいまから業務常任委員会委員長報告

を行います。 

  去る２月１７日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果についてご報告を申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、予算

案２件であります。 

  最初に、議案第２号「令和３年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第２

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  本案は、質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

  次に、議案第３号「令和４年度蕨戸田衛

生センター組合会計予算」中、当委員会所

管事項について申し上げます。 

  質疑は目ごとに行い、まず、第１目清掃

総務費について、委員より、環境保全協力

金について説明を求める質疑があり、事務

局より、これは廃スプリングマットレス処

分委託により排出される焼却残渣の最終処

分を鹿嶋市の事業者にお願いしており、鹿

嶋市との協議による負担金であるとの説明

がありました。 

  他の委員より、工事請負費の更新工事３

件について、どれくらいのタイミングで更

新しているものかとの質疑があり、事務局

より、高圧引込みケーブル更新工事、工場

棟１階空調設備更新工事は、ごみ焼却施設

が設置された平成４年から使用しているも

のである。下水流量計等更新工事は、昭和

６２年に下水道への放流を開始して以降、

使用しているものであるとの説明がありま

した。 

  次に、第２目塵芥処理費について、委員

より、珪藻土マット等処分委託について、

新たに埋立て処分を委託することになった

経緯について、また需用費修繕料の予算額が

昨年度と比べ３，０００万円から４，０００

万円、率にして３３．３％増額となる理由

について説明を求める質疑があり、事務局

より、珪藻土マットについては２０２０年

頃にアスベスト含有の可能性があると報道

等があり問題になったが、現在、蕨市、戸

田市両市において収集停止を広報している。

しかし、集積場に出されたものについては

組合に搬入している。 

  製造販売をしている事業者２社について

は、組合で選別、ストックしたものを自主

的に回収している。しかし、それ以外の販

売経路が不明なものについては、破砕に伴

うアスベストの飛散による健康被害から作

業員を守るため、新年度から埋立て処分す

ることとし、新たに予算計上するものであ

る。 

  修繕料の増額の理由については、近年、

従来より高額な費用のかかる修繕が増えて

おり、本年度の執行実績を基に積算したも

のであるとの説明がありました。 

  また、委員より、珪藻土マットの処分可

能な量について質疑があり、事務局より、

珪藻土マットについてはフレコンバッグに

ストックし、１袋１トンのもの１０袋を

１０トン車１回で搬出する予定であるとの

説明がありました。 

  他の委員より、珪藻土マットの収集を停

止した時期、集積場に出された後の職員の

作業、近隣市の処理状況について説明を求
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める質疑があり、事務局より、珪藻土マッ

トの収集を停止した時期は、蕨市が令和３

年２月３日から、戸田市が令和３年１月

１９日からである。集積場に出されたもの

の収集方法については、飛散しないように

ビニール袋に入れてから収集し、衛生セン

ター搬入後はフレコンバッグで保管し、飛

散防止に努めている。 

  近隣市の処理状況については、朝霞市、

和光市は令和３年度から埋立て処分を行っ

ている。さいたま市については、令和４年

度から埋立て処分を開始すると聞いている

との説明がありました。 

  他の委員より、焼却灰等埋立て処分委託

について、搬出先を群馬県草津町から距離

が遠い青森県三戸町に変更した経緯につい

て説明を求める質疑があり、事務局より、

埋立て先が草津町から三戸町に移った経緯

としては、委託事業者の草津町の処分場の

容量が満杯近くになっており、新施設の建

設を同じ県内に進めていたが、新型コロナ

の状況下で住民との協議、説明会等が進ま

ないことにより開設が延期となった。同事

業者は三戸町にも処分場を有しており、運

搬費も現在と同額でお願いできるとの説明

がありました。 

  また、委員より、埋立て処分は環境に悪

いと思うが、今後、焼却灰等再資源化委託

に振り替え、埋立てを減らすような考えは

あるのかとの質疑があり、事務局より、現

在、組合としては焼却灰の埋立てと資源化

の取組を同時に進めている。資源化のほう

が費用が高くつくものであるが、毎年調整

しながら環境に負荷を与えないよう、資源

化を増やす方向で検討している。新年度予

算では、新たな事業所に資源化をお願いす

るなど今後も両方の取組を勘案しながら決

定していくとの説明がありました。 

  他の委員より、廃スプリングマットレス

処分委託について、委託するようになった

経緯と時期について説明を求める質疑があ

り、事務局より、スプリングマットレスは

平成２７年度まで組合の粗大ごみ処理施設

で破砕処理していたが、破砕する工程でス

プリングが破砕機の刃を傷めたり、熱を持

ったことによって発煙・発火するなど事故

の原因になったため、処理を外部に委託す

ることにしたとの説明がありました。 

  また、委員より、廃スプリングマットレ

ス処分委託の開始の経緯は、大手家具店の

マットレスの形状が変わったからと記憶し

ている。また、発火の頻度はどのくらいあ

ったのか、過去３年の排出量の推移と新型

コロナによる影響の有無について説明を求

める質疑があり、事務局より、大手家具店

のマットレスの形状の変更により処理方法

が変更されたことについては把握していな

いが、先ほど説明した内容が原因で処理を

変更したものと認識している。 

  スプリングマットレスの破砕による発火

事故の件数については、年度ごとの詳細な

件数は把握していないが、年に数件の発生

頻度であった。 

  マットレスの排出量の推移は、令和３年

度は１月末までで１，９８８枚、令和２年

度は１，８３１枚、令和元年度は１，５３３

枚、平成３０年度は１，７１８枚であった。 

  新型コロナによる影響については、令和

２年度から令和３年度に搬出量が増加して

いるが、新型コロナとの関連は不明である

との説明がありました。 

  他の委員より、ごみの焼却量が減ってい

る中、電力売払い量が増加しているが、機

械の性能が向上したことによるものなのか

との質疑があり、事務局より、売電量が増

加しているのは、基幹的設備改良工事によ
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り省エネルギータイプの機械を導入したた

めであり、発電量は変わりないが、余剰電

力が増加したためであるとの説明がありま

した。 

  他の委員より、焼却灰の新たな処分先と

なる三戸町と鹿嶋市の事業所に対する質疑

があり、事務局より、三戸町の事業者は現

在の草津町と同じ事業者である。新年度の

組合から搬出する焼却灰の埋立て処分先は

青森県三戸町、山形県米沢市に、資源化に

ついては埼玉県寄居町、栃木県日光市、宮

城県栗原市、また新たに茨城県鹿嶋市に搬

出を予定しているとの説明がありました。 

  また、委員より、草津町の処分場が満杯

になった後の新たな処分場については、現

在の処分場の隣接地なのかとの質疑があり、

事務局より、草津町の処分場は埋立て完了

間近であり、新たに群馬県沼田市に新しい

処分場の開設を予定しているが、現在、新

型コロナの影響で進捗が遅れており、新年

度においては臨時的に三戸町へ搬出するこ

とになるとの説明がありました。 

  さらに、委員より、沼田市の処分場につ

いて、いつ頃から事業開始予定なのか、処

分場が完成したら三戸町から沼田市へ搬出

先を変更するのかとの質疑があり、事務局

より、建設が始まるのは令和４年３月頃で

あり、稼働は令和５年の後半から令和６年

にかけてと聞いている。沼田市の処分場が

完成したら、沼田市にお願いすることにな

るとの説明がありました。 

  さらに、委員より、以前組合で搬出して

いた埋立て処分場は処分場の開設に反対運

動があったが、三戸町、沼田市では何か聞

いていることはあるか、また処分先につい

ては現地を見ているのかとの質疑があり、

事務局より、三戸町の処分場はもともと平

成１６年頃から産業廃棄物の埋立て処分を

行っており、途中で一般廃棄物の処分の許

可を取っているため、手続がしっかりして

いる点で安心して委託できる。 

  現地を見て判断しているかについては、

現地確認という業務があり、１年以上処分

を依頼する場合は実地で処理状況を確認し

なければならないことになっている。三戸

町については、来年度から委託を開始した

場合、年に一度、現地で適正に処分されて

いるか確認を行うとの説明がありました。 

  さらに、委員より、沼田市の処理場は何

年くらい埋立て可能と想定しているのか、

また以前、固化灰の処理を委託していた事

業者は山でない場所に埋め立てていたが、

三戸町、沼田市の処分場は両方とも山の中

に埋立てするのかとの質疑があり、事務局

より、事業者から１５年間は埋立て可能で

あり、埋立て容量は１４８万５，０００立

米と聞いている。三戸町、沼田市の処分場

とも草津町の処分場と同様、山の中に埋め

立てるとの説明がありました。 

  さらに、委員より、新しい事業者を選定

するに当たっては現地の環境状況などにも

配慮してほしいとの要望がありました。 

  次に、第４目リサイクル促進費について、

委員より、粗大ごみ再生等委託の委託先に

ついての質疑があり、事務局より、隔年で

戸田市、蕨市シルバー人材センターに委託

しているとの説明がありました。 

  また、委員より、同委託の業務内容につ

いてはシルバー人材センターに一任してい

るのかとの質疑があり、事務局より、組合

作成の仕様書に基づく業務を委託している。

実際の勤務のローテーションなどはシルバ

ー人材センターのほうで考え、実施してい

るとの説明がありました。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費について、委員より、リサイクル
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フラワーセンターの障がい者の方や支援員

を含む全体の勤務者数の過去数年の推移に

ついて質疑があり、事務局より、ここ数年

同じ人数であるとの説明がありました。 

  また、委員より、今後の勤務者数につい

て現状を維持する予定か質疑があり、事務

局より、現在の施設の敷地の中でやってい

くことを考えると増やすことは難しいと考

えるため、現状の形で進めていくとの説明

がありました。 

  他の委員より、リサイクルフラワーセン

ターの運営形態について説明を求める質疑

があり、事務局より、委託先との契約に際

し、仕様で高齢者、障がい者を雇用するこ

とを規定としている。作業の内容について

は、障がい者４名、支援員１名、高齢者１

名で１グループをつくり、土混ぜ、種まき、

移植など５つの作業を毎日ローテーション

を組みながら実施しているとの説明があり

ました。 

  さらに、委員より、勤務者の蕨市と戸田

市の割合について、花苗の生産の概要、配

布場所について説明を求める質疑があり、

事務局より、障がい者については蕨市の２

施設、戸田市の３施設から来ている。 

  花苗の生産概要については、種まきから

出荷まで約３か月、これを４回実施し、年

間約１５０種類、１１万鉢の花苗を育成し

ている。配布場所については、生ごみバケ

ツと花苗の交換事業で配布しているほか、

学校、公園、地域の花壇に一部植栽してい

るとの説明がありました。 

  他の委員より、障がい者の雇用について、

定期的な入替えはあるのかとの質疑があり、

事務局より、障がい者の方の人選について

は各施設により考えが異なり、障がいによ

る特性もあるため、各施設に一任している

との説明がありました。 

  また、委員より、最長の雇用期間、また

賃金について説明を求める質疑があり、事

務局より、最長の雇用期間についてはフラ

ワーセンターの開設当初からである。賃金

については、埼玉県の最低賃金を採用して

いるとの説明がありました。 

  次に、第６目長寿命化対策費について、

委員より、来年度で長寿命化対策工事が完

了するが、今後また長寿命化対策工事を実

施するのかとの質疑があり、事務局より、

今回の長寿命化工事が二度目の長寿命化工

事である。再延命化かあるいは施設の更新

かを含め、今後検討してまいりたいとの説

明がありました。 

  また、委員より、最新式の施設に更新す

ると経費は全く違うものなのかとの質疑が

あり、事務局より、今回の長寿命化工事で

約４６億円かかっているが、新しい施設に

更新するとそれ以上の金額がかかると想定

される。長寿命化工事も、どこをどれだけ

延命化するかにより経費も変わってくると

の説明がありました。 

  さらに、委員より、プラスチックごみの

分別回収後の処理方法について説明を求め

る質疑があり、事務局より、プラスチック

ごみの処理の工程については、燃やすごみ

の日に出されるとごみ焼却施設で焼却され、

プラスチック製容器包装の日に出されると

リサイクルプラザで資源として中間処理さ

れた後、リサイクル工場に運ばれる。組合

でリサイクルのために中間処理されるプラ

スチックはプラマークがついているかいな

いかで判断され、プラマークがついていな

い洗面器やバケツなど硬いプラスチックが

混入されている場合、選別後、破砕機で破

砕され、焼却処理されるとの説明がありま

した。 

  さらに、委員より、リサイクルの方法に
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ついて説明を求める質疑があり、事務局よ

り、組合から搬出される容器包装プラスチ

ックは、容器包装リサイクル法に基づき容

器包装リサイクル協会が入札等により選定

した業者に搬入することになるが、リサイ

クルの方法は様々あり、例えばプラスチッ

クを溶かし、型に入れ運搬用のパレットに

リサイクルするなどのマテリアルリサイク

ルや、鋼鉄を作るためのコークス炉の燃料

にするなどの方法があるとの説明がありま

した。 

  さらに、委員より、プラマークが表示さ

れていないプラスチックはどのように処理

されるのかとの質疑があり、事務局より、

ごみの出し方により組合への入り方が違う

ため、燃えるごみの日に出せば焼却処理さ

れ、プラスチック製容器包装の日に出せば

リサイクルプラザに搬入され、選別される

との説明がありました。 

  さらに、委員より、１０年単位で資金を

投入し長寿命化するより、最新の設備を導

入し、プラスチックごみなども焼却処理す

る方法も考えられるが、そのような議論は

されているのかとの質疑があり、事務局よ

り、来年度で今回の長寿命化工事が終了す

るため、そのような話も含め今後協議して

まいりたいとの説明がありました。 

  ほかの委員より、衛生センターの役割の

アピールが必要であると思う。現在コロナ

禍で施設見学が中断している中、市民から

施設見学希望の話を聞くが、いつ頃から受

け入れられるのか、また組合ホームページ

に動画を使うなど内容を充実できないかと

の質疑があり、事務局より、ＰＲについて

は重要だと考えている。施設見学の受入れ

については、新型コロナの感染状況の推移

を見ながら判断していきたい。ホームペー

ジに動画掲載することについては、現状で

できるかも含め今後検討していきたいとの

説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○峯岸義雄議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 委員長報告に対する質疑通

告受付のため、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０８分休憩 

午後 ２時０８分再開 

 

◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○峯岸義雄議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○峯岸義雄議長 討論通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午後 ２時０８分休憩 

午後 ２時０８分再開 
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◎再開の宣告 

○峯岸義雄議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

 ○議案第２号及び議案第３号の採

決－可決 

○峯岸義雄議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  議案第２号「令和３年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計補正予算（第２号）」及び議

案第３号「令和４年度蕨戸田衛生センター

組合会計予算」について、討論の通告があ

りませんので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案２件に関する各委員長の報告は原案

可決であります。 

  本案２件を各委員長の報告のとおり決定

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案２件は各委員長の報告のと

おり原案を可決することに決定いたしまし

た。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○峯岸義雄議長 次に、議会運営委員会委員

長から会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申出があります。 

  お諮りいたします。 

  本件は申出のとおり、閉会中の継続審査

に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○峯岸義雄議長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は申出のとおり閉会中の継

続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○峯岸義雄議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和４年第１回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

午後 ２時１０分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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